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議案第８９号

南丹市公の施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について

上記の議案を提出する。

令和７年１１月２６日提出

南丹市長 西村 良平

南丹市公の施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

南丹市公の施設の設置及び管理に関する条例(平成18年南丹市条例第21号)の一部を

次のように改正する。

備考 改正部分は、下線の部分である。

現行 改正後（案）

(設置) (設置)

第1条 南丹市公の施設を次のとおり設置する。 第1条 南丹市公の施設を次のとおり設置する。

区分 名称 所在地

(略) (略) (略)

社会

体育

施設

(略) (略)

南丹市園部海洋セ

ンター

南丹市園部町小桜町南

丹市園部公園内

南丹市園部スポー

ツセンター

南丹市園部町木崎町下

ヲサ49番地

(略) (略)

(略) (略) (略)

区分 名称 所在地

(略) (略) (略)

社会

体育

施設

(略) (略)

南丹市園部海洋セ

ンター

南丹市園部町小桜町南

丹市園部公園内

南丹市すぱーく園

部

南丹市園部町小桜町南

丹市園部公園内

南丹市園部スポー

ツセンター

南丹市園部町木崎町下

ヲサ49番地

(略) (略)

(略) (略) (略)
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附 則

（施行期日）

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

（南丹市社会体育施設条例の一部改正）

2 南丹市社会体育施設条例（平成18年南丹市条例第134号）の一部を次のように改正

する。

現行 改正後（案）

別表第1(第2条関係) 別表第1(第2条関係)

別表第2(第4条関係) 別表第2(第4条関係)

名称 位置

(略) (略)

南丹市園部海洋センタ

ー

南丹市園部町小桜町園部

公園内

南丹市園部スポーツセ

ンター

南丹市園部町木崎町下ヲ

サ49番地

(略) (略)

名称 位置

(略) (略)

南丹市園部海洋センタ

ー

南丹市園部町小桜町園部

公園内

南丹市すぱーく園部 南丹市園部町小桜町園部

公園内

南丹市園部スポーツセ

ンター

南丹市園部町木崎町下ヲ

サ49番地

(略) (略)

名称 休業日 利用時間

南丹市園部公園多目

的運動場

南丹市園部公園スポ

ーツ広場

南丹市園部海洋セン

ター

南丹市園部スポーツ

センター

南丹市園部公園陸上

競技場

・月曜日

・祝日

・12月28日

から1月4

日まで

午前9時から午

後10時まで

名称 休業日 利用時間

南丹市園部公園多目

的運動場

南丹市園部公園スポ

ーツ広場

南丹市園部海洋セン

ター

南丹市すぱーく園部

南丹市園部スポーツ

センター

南丹市園部公園陸上

競技場

・月曜日

・祝日

・12月28日

から1月4

日まで

午前9時から午

後10時まで
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備考 改正部分は、下線の部分である。

別表第3(第9条関係) 別表第3(第9条関係)

(略) (略)

(3) 園部海洋センター (3) 園部海洋センター

(略) (略)

(4) すぱーく園部

(単位:円)

(4) 園部スポーツセンター (5) 園部スポーツセンター

(略) (略)

(5) 園部公園陸上競技場 (6) 園部公園陸上競技場

(略) (略)

(6) 園部公園テニスコート(1時間当たり) (7) 園部公園テニスコート(1時間当たり)

(略) (略)

(7) 園部中央プール (8) 園部中央プール

(略) (略)

(8) 削除

(9) 八木運動公園グラウンド・テニスコート

(1時間当たり)

(9) 八木運動公園グラウンド・テニスコート

(1時間当たり)

(略) (略)

南丹市園部公園テニ

スコート

(略) (略) (略)

南丹市園部公園テニ

スコート

(略) (略) (略)

使用区

分

9:00～

11:30

12:00～

14:30

14:30～

17:00

17:00～

19:30

19:30～

22:00

コート

A

1,819 1,819 1,819 1,819 1,819

コート

B

1,819 1,819 1,819 1,819 1,819


